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生後1歳に至るまで（標準的な期間は生後5か月～8か月に達するまで）

＜第１期＞１歳以上２歳に至るまで
注
射
生
ワ
ク
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ン

注
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生
ワ
ク
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経
口
生
ワ
ク
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不
活
化
ワ
ク
チ
ン

＜第２期＞小学校就学前１年間

ロタリックス
  １価

※ロタ

ロタテック
  ５価

インフルエンザ インフルエンザ 秋から冬

ロタウィルス
胃腸炎

※2～4週あけて2回

2回
27日以上

2回

B型肝炎 B型肝炎3回

3回
27日以上

1回～2回

２回

（幼稚園・保育園年長時の４月１日から翌年３月３１日まで）

出生6週から32週まで（標準的な開始期間は生後２か月から出生14週6日まで）

出生6週から24週まで（標準的な開始期間は生後２か月から出生14週6日まで）
２種類のワクチンがあり、いずれかのワクチンで接種を完了させます。

令和5年4月現在
定期接種は予防接種予診票（予防接種券）での接種となります。

※ロタウイルスワクチンの対象者は令和２年８月１日以後に生まれたお子さんです。

20日以上

生後２か月以上５歳に至るまで（標準的な開始期間は生後２か月～７か月に至るまで）

生後２か月以上５歳に至るまで（標準的な開始期間は生後２か月～７か月に至るまで）

生後１歳に至るまで（標準的な期間は生後２か月～９か月に至るまで）

※27日以上の間隔で３回、３回目終了後に７か月以上の間隔をおいて１回

※１回目より27日以上の間隔をあけて２回目
　１回目より139日以上（20週以上）の間隔をあけて３回目

※27日以上の間隔をあけて３回、３回目から60日以上の間隔をおいて、１歳以降に１回

＜初回＞生後2か月以上７歳半に至るまで（20日以上の間隔で３回）

＜追加＞生後2か月以上７歳半に至るまで
　　　　１期初回接種（３回）終了から１年～１年半の間隔をおいて１回（最低６か月以上の間隔）

＜1回目＞１歳以上３歳に至るまで

＜2回目＞１歳以上３歳に至るまで
1回目終了から６か月～１年の間隔をおく
（最低３か月以上の間隔）

＜追加＞６か月以上７歳半に至るまで
　　　  １期初回接種（２回）終了から１年の間隔をおいて１回（最低６か月以上の間隔）

＜初回＞6か月以上７歳半に至るまで（6日以上の間隔で2回）

・接種方法…医療機関で個別に接種を受けます。

6日以上

予防接種カレンダー
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予防接種予診票（予防接種券）を紛失したら？

盛岡市外の医療機関で予防接種を受ける時は？

里帰り等の理由により、盛岡市外で予防接種を希望する場合、盛岡市が発行する「岩手県広域
接種パスポート（岩手県内）」または「予防接種実施依頼書（岩手県外及び一部県内）」が必要です。
これは、予防接種による健康被害が生じた時に、盛岡市が責任をもって救済を行うために必要な
ものです。
予防接種にかかる費用は原則盛岡市が負担しますが、実施医療機関の接種料金が、盛岡市の接
種料金を超える場合には、その超過した分の料金については全額自己負担となりますので、ご了
承ください。
予防接種を受ける前に、必ずお手続きを済ませてください。必要書類がお手元に届く前に接種
された場合の接種費用は、全額自己負担となります。

申請について　※必ずお読みください

◆　「岩手県広域接種パスポート」または「予防接種実施依頼書」の交付には、申請書受理後
約１週間かかります。必ず、接種の２週間前までに申請してください。
◆　申請・発行の手続きは、盛岡市保健所で受け付けますので、母子健康手帳をお持ちくだ
さい。
　　申請書は盛岡市のホームページ上にあるオンラインサービスよりダウンロードし、提出
することも可能です。（市ホームページの広報 ID：1002162参照）
　　郵送で提出する場合は、申請書と母子健康手帳の「表紙」及び「予防接種の記録」ペー
ジのコピー、送付先を記入し切手（県内接種84円、県外接種94円）を貼付した返信用封
筒を同封し盛岡市保健所　指導予防課（〒 020-0884　盛岡市神明町 3-29）に送付して
ください。
◆　「岩手県広域接種パスポート」または「予防接種実施依頼書」は年度ごとの交付となりま
すので、年度内に予定している予防接種は一度にまとめて申請することができます。

母子健康手帳を持参し、次のところで交付を受けてください。

（接種履歴、対象年齢などを確認後、再交付します。）

①盛岡市保健所６階　指導予防課

②盛岡市役所本館２階　医療助成年金課

③都南総合支所１階　５番窓口

④玉山総合事務所１階　健康福祉課

〒020-0884　盛岡市神明町3-29
盛岡市保健所　指導予防課　予防接種担当


